
　交付の対象となる方は、住所・氏名・年齢が分かるもの（健康
保険証、運転免許証、障害者手帳など）と印鑑を持って、お近く
の交付場所で手続きをしてください。

タクシー利用助成券について
■交付対象者
　①…在宅高齢者（満75歳以上で、所得税が非課税世帯の方）
　②…在宅重度心身障害者（身体障害者手帳肢体不自由上肢１級、
　　下肢１・２級、体幹１・２級、視覚障害１・２級、聴覚言語
　　障害１級、内部障害１級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉
　　手帳１級を所持している方）
■交付枚数
　①…１人年間12枚（同一世帯の２人目からは年間６枚）
　②…１人年間24枚

公衆浴場無料開放利用券について
■交付対象者　高齢者（満65歳以上）、心身障害者手帳所持者
■交付枚数　１人年間36枚
■利用ができる公衆浴場
　湯之谷温泉（洲之内）、吉原湯（神拝甲）、福長湯（大町）、
宝湯（壬生川）、明神湯（高田）、道前渓温泉（丹原町来見）
■無料開放日　水曜日

注意事項
〇年度途中での交付は月割りとなります。
〇昨年度に交付した利用券は、４月から使用できません。

交付場所・問合せ
■高齢者対象の交付場所
〇市庁舎別館高齢介護課　　長寿・いきがい対策係　内線2363
〇東予総合支所市民福祉課　福祉係　内線133
〇丹原総合支所市民福祉課　福祉係　内線281
〇小松総合支所市民福祉課　福祉係　内線123
〇居住地の公民館（公衆浴場無料開放利用券のみ）
■障害者対象の交付場所
〇市庁舎別館社会福祉課　　障害者福祉係　内線2325
〇東予総合支所市民福祉課　福祉係　内線131
〇丹原総合支所市民福祉課　福祉係　内線212
〇小松総合支所市民福祉課　福祉係　内線124

タクシー利用助成券と
公衆浴場無料開放利用券を交付します

４月２日(月)から受付開始
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